
食品表示基準の施行に伴う食用植物油脂の日本農林規格等の一部を改正する件 新旧対照表

○りんごストレートピュアジュースの日本農林規格（平成19年10月30日農林水産省告示第1348号） （傍線の部分は改正部分）

新（平成28年２月24日農林水産省告示第489号） 旧

（規格） （規格）

第３条 りんごストレートピュアジュースの規格は、次のとおりとする。 第３条 りんごストレートピュアジュースの規格は、次のとおりとする。

区 分 基 準 区 分 基 準

（略） （略）

原 材 料 （略） 原 食品添加物以外 （略）

材 の原材料

添 加 物 （略） 料 （略）食 品 添 加 物

第４条 （略） 第４条 （略）

（原料りんごについての特色の内容及び表示方法） （原料りんごについての特色の内容及び表示方法）

第５条 特定の原産地のりんごを原料に使用することを特色の内容として表示する場合にあっては、 第５条 特定の原産地のりんごを原料に使用することを特色の内容として表示する場合にあっては、

食品表示基準（平成27年内閣府令第10号）の規定に従うほか、格付の表示に近接して「○○産りん 格付の表示に近接して「○○産りんご使用」と記載することとし、○○には、国産にあっては都道

ご使用」と記載することとし、○○には、国産にあっては都道府県その他一般に知られている地名 府県その他一般に知られている地名を、外国産にあっては当該国名を記載することとする。

を、外国産にあっては当該国名を記載することとする。


